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第3回 死因究明に資する

死亡時画像診断の活用に関する検討会

Aiにおける診療放射線技師の役割

麟
‐ピ F冒義

平成22年 8月 5日 (木 )

(社 )日 本放射線技師会
理 事 北 村 善 明

Aiに関する現状調査

・ 実施期間 平成20年 12月 25日 ～1月 25日

・ 調査方法 ホームページ上の専用フォームを

利用した会員からの記名回答

(Ai実施施設勤務者にのみ回答を求めた)

0回答数 171名

・ 施設数 134施設

日本放射線技師会とAiと の関わり

平成20年 3月 :日 本医師会からAiに関する中間 報告が公開
平成

誤与 』昇ご∬腎認黒等高ξ
認した上で「医療安全調査委員会」の調劃 こ

平成20年 11月 :本会 l_A活用検討委員会を設置

(Aiにかかる諸課題に向けてガィドライン策定を目指す )

平成20年 12月 :Alに関するアンケート調査の実施

平成21年 2月 :日 本医師会にAに関する意見書を提出

平成21年 3月 :第 1回月に関する講演会の開催

平成21年 7月 :第 2回 Aiに関する講演会の開催

平成21年 10月 :「XttCT撮 像等のガイドライン」中間報告

平成21年 12月 :第 3回Aに関する講演会の開催
平成22年 3月 :「XttCT撮 像等のガイドライン」の策定

平成22年 6月 :Aに 従事する医師・診療放射線技師の教育・研修会を共催

(会議平成21年 1月 号から平成22年 3月 号まで、「A関連特集」を連載 )

Ai(死 亡時画像病理診断)に関する
アンケート調査について

間 1 貴施設の病院区分は次のいずれですか:

間 2 貴施設の施設病床数 (一般病末のみ)は次のいずれですか。
間 3 貴施設で働いている診療放射線技師数は何人ですか。
間 4 Aiを 実施したことはありますか。
問 5 乳幼児、小児の虐待等の検索を目的にX線撮影をしたことはありますか。
間 6 Alを 実施する場合の使用機器を教えて下さい。
間 7 実施時間帯および使用装置と日常診療との兼ね合いはどのようになりますか。
間 8 レポー トは提出していますか。
間

"院
外からの要請の場合は、画像データはどのようにして演していますか。

間10 画像データの保管と管理はどのようにしていますか。
間‖ 使用されているOT装置の装置名、性能と撮像条件を教えて下さい。
間12 使用されているMRI装 置の装置名、性能と撮像条件を教えて下さい。
間13 実施件数 (合計件留 年)を教えて下さい。
間14 撮像時には滅菫パック等を使用されていますか。
問15 Ai運用の取り決め (内規)は整備されていますか
間16 Alを実施して、Ai検査費用の設定及び手当は支給されていますか。
問17 Alについて診療放射線技師の立場でのご意見はありますか。
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外部依頼先の画像送付
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Al‐ CT撮影条件の設定        Al‐ CT実施の撮影範囲
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内部でのA実施ルー

PI
ルの有無

個別意見4

・ Aiの重要性がまだまだ一般的でないのが残念です。
・ Aに関するテキスト等が無く.学習する機会も少ないので最適な画像や撮

影法・倫理的配慮など学びたいものがたくさんあります。

個別意見5

。 Aにっいては大変良いことだと思い賛成ですが、診療だけでも過酷になっ
ている中、さらに大変な思いをするのはたくさん !

。 いつもコメ7~rカルが大変な思いをするのは納得がいかない。医療費以外
からの費用負担や手当ての整備が早急だと思う。

個別意見6

・
甕目嚢廻範闘懲織ば婆架写襲尾旨暫蓄富訳理事,き

事と思うが、
・ 死因検索のための全身検査が昼夜を問わず依頼があり、夜間など時間外

の技師の負担力t多くなった。

個別意見 1

・是奎稗覧彎 を行いますので、それぞれの部御こ応じて条142
・

魏 疲婦毀名磋男搬
期 線科医が読難 問帯 ま当直町が対応し

°
覆おj翻鶏犠焔籠留F撰雛纂鑽窒滉瞥かせ

個別意見2
・ 通常の検査と大差はない。呼吸動がなく、線量も気にする必要はないため、

業務に大きな支障がない限りは要望があれば行うべきだと思う。

・ 保険による支払いが無く、何らかの補償がないと、持ち出しになってしまう。

個別意見3
・ 検死等で患者様のご遺体を傷つけることなく死亡原因が特定出来るので

あればこれからも協力していきたいと思う。
。 ただ、当院では日常の業務中にも依頼が来るので、一般診療の患者様の

ことを考えると、A実施時には感染防止策などの配慮が必要であると、今
回のアンケートから考えさせられた。

個別意見7

・ きちんと取り決めをして行わないと、民間施設では大変である。現在は、そ
のような場面になると、必要性を言われれば、断れないで行うのが現状。

‐ 法の整備や院内取り決めが必要であると考えます。

個別意見8
。 当院では、時間外に搬送され救急室にて亡くなられた患者さんについて、

罰若よ32療現翼麟ョ闊認:香
施している。よつて診療時間内の満検

・
薦震吾螢装嚢織 摯 想塾群騒彗朝蹴

つて指針があれば
・

T奇男写ξゝ引蹴■営ぎ髪府県
コヶ所ぐらいあり、植府県技師会

XttCT撮像等のガイドラインの策定 (1)

1)Ai実施時の基本事項
① Ai実施に向けての対応について
② Aiのオーダー発生から実施までの流れ
③医師t看護師などへのアナウンス方法
④ Ai実施時の留意点

2)感染防止
3)撮像技術の標準化

① CT撮像ガイドライン
② MRl撮像のガイドライン
③ 一般撮影(小児)ガイドライン

Aiをめぐる問題点

1翌
1斡階 峨

ている画像診断装置CT,MRlが

2磁
琴

時間内に実施されると建屋の構造と動線が難

3)R電報酬に適用されていないので、コスト負担が大

4)法的整備がされていない。
5)検査手順や検査方法が標準化されていない。
6翌

詫遷葬
務の多忙の中、スタッフヘの負担が重
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XttC丁撮像等のガイドラインの策定 (2)

4)画像データの保存・管理
① フィルム運用の場合
② フィルムレス運用の場合

5)教育・研修システム

① 業務に直接必要な教育・研修
・Al検査技術
・Ai画像処理・画像管理
・Ai画像診断

②基礎知識として必要な教育・研修
・生命倫理学、死生学、微生物学、感染症学等

③関連分野としての必要な教育・研修
・病理解剖、法医解剖、死後看護の理解

Ai撮影時の留意点

①検査目的     ⑨撮像 ‐    ‐
②検査モダリティ   ⑩感染人の配慮
③画像データの取繋い ①汚染等の確認と除染

④感染症の有無   ⑫Ai撮像報告書

8撮貧出発
態
    8出詈像電髭

3曇:寒究零FIlmi画像保管および提供
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遺体搬入

Ai撮像
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遺体搬出
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画像読影

画像処理

画像保存

①検査目的
◆院内で死亡した患者
◆DOA患者
◆医療関連死疑いの患者
◆警察が介入する患者

②検査モダリティ
◆CT(単純、造影)

◆MRI(各 シーケンス)

◆単純X線撮影

③画像データの取扱い
◆画像処理(3Dなど)

◆画像出力(フィルム、CD―Rなど)

◆画像診断に対する要求
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遺体搬入
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Ai撮像

サ

遺体搬出

↓

画像読影

画像処理

画像保存

④感染症の有無
◆納体袋 (ボディ・パッグ)の利用
◆防水シートやシーツの利用
◆時間帯の調整

⑤遺体の状態
◆死後処置
◆腐敗、欠損、治療痕など

◆挿入チューブ、カテーテルなど

⑥搬入時亥1

◆搬入経路の確認
◆一般患者等の状況

壼鎚

⑦受け容れ準備
◆スタンダードプリコーション

◆検査室内の空調管理

◆検査室周囲の状況確認
◆遺体搬入経路

③受け容れ
◆遺族承諾書等の確認
◆遺体の確認
◆伝達事項

炒

Ai撮像

↓

遺体搬出

↓

画像読影

画像処理

画像保存

⑨撮像
◆撮像体位 (原則l、 そのままの状態を維持 )

◆アーチファクトの低減
◆標準化された撮像条件

⑩感染への配慮
◆特に接触感染の防止

ψ

遺体搬出

くレ

画像読影

画像処理

画像保存
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Ai受付

サ

遺体搬入

サ

Ai撮像

①汚染等の確認と除染
◆体液や排泄物の付着
◆臭気への配慮

⑫Ai撮像報告書
◆使用装置
◆使用時間
◆撮像条件
◆撮像部位など

:秦黍ミ壺勲薩i面蓋壺熙 薦ユ:

:総輛蔚E―

Ai受 付

↓

遺体搬入

Ai撮像

↓

遺体搬出

國

⑬Ai画像読影
◆Ai専門技師による検像、一次読影
◆Ai専門医、Ai情報センターヘの診断依頼

CA画像処理
◆目的に応じた画像処理
(3D処 理、3D―CGの 利用など)

⑮Ai画像保管および提供
◆Ai画像保管システムの構築と運用
◆個人情報の保護

玉熱 員晦 峨 :

姜燕薇i管i聾

Ai撮像時の課題

|ハ i検査依頼のフォ
=ム

の確立|

1癖染1防■Lに対|する準備  |‐|
■撮像条件の標準化(ガィドライン)

●感染防止に対する汚染確認|‐ |

1凛像I三由する懇 |‐■
‐

|‐■|

1目 的に応じた画像処理と読影 |

■Ai情報の適切なマニユアル管理|

「医療スタッフの協働・連携による
チーム医療の推進について」

平成22年4月 30日 (厚生労働省医政局長)

診療放射線技師が実施することができる業務の具体例として、
①画像診断における読影の補助を行うこと
②放射線検査等に関する説明・相談を行うこと

Aiにおいても診療放射線技師は、
① 得られた死後画像にういての読影の補助 (レポート作成)を

行うこと
② Ai検査について説明や相談を行うことが必要になってくる

Ai利用の課題と今後

1):::::::::]:::i吉

:サ ::]:l:::[i::i::::i:ii阜 :『 ::｀

2)Aiによる医療訴訟の回避の可能性は、医療と患者の

長響凰蜃婆酢藁野属罐妻イ竜:レ

であるため、院内病

°
罫管趙醍 λ踏澤  狼曇富、

月にお計機 療放射親技師の役雹
―理事菫薇憬等げ イ簿 インー :鏡内だ実施毎 :
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主催 ■ ‐   11  1   1‐
北海道公立大学病院  |‐   ‐

札幌医科大学1医学部 | ■ ‐
曲 線医学講座   |‐ |‐ ■

共催 11‐ |‐    ■ |

|‐
‐オ■トフシニイメ_ジング学会
|(社)日本放鵜 技師会‐  ‐

鰹
‐‐     ‐

 ‐ ‐|‐  .       :     
‐
 |  ‐             ‐    

‐
 |||||

北海道医師会 ||| ‐■ ||

最後に

Aiは、臨床医はもちろん、画像読影の放
射線科専門医、撮像を行う診療放射線技師、
そして剖検時には、法医学や病理医が積極
的に関わりをもって行っている。

Aiをおこなう上では、すべての職種が足
並みの揃うような体制を整え、協力するこ
とが重要である。

③




